
情報連携投資等の促進に係る税制の創設 

（担当：衣川） 

１．はじめに 

IoT 投資（Internet of Things：モノをイン

ターネットにつなぐ）により、社内外のシステ

ムデータの連携及びセキュリティ強化を進め、

生産性向上を図る観点から、平成 30 年度税制

改正により、「情報連携投資等の促進に係る税

制」が創設されました。 

本ニュースレターでは当該税制の内容をお伝

えします。 

 

２．概要 

「生産性向上の実現のための臨時措置法（仮

称）」の制定を前提に、以下の投資促進税制が

創設されます。 

 

 

 

３．対象設備の例示 

 データ収集機器（センサー等） 

 データ分析により自動化するロボット・工

作機械 

 データ連携・分析に必要なシステム（サー

バ、ＡＩ、ソフトウェア等） 

 サイバーセキュリティ対策製品 等 

 

４．計画認定の要件 

（「経済産業関係 税制改正について」より抜粋） 

① データ連携・利活用の内容 

 ・社外データやこれまで取得したことのない

データを社内データと連携 

 ・企業の競争力における重要データをグルー

プ企業間や事業所間で連携 

② セキュリティ面 

必要なセキュリティ対策が講じられている

ことをセキュリティの専門家が担保 

③ 生産性向上目標 

投資年度から一定期間において、以下のい

ずれも達成見込みがあること 

・労働生産性：年平均伸率 2％以上 

・投資利益率：年平均 15％以上 

 

５．今後の注意点 

平成 29 年 12 月末時点において、以下の事項

について明確な内容が示されておりません。 

これらの事項は、「情報連携投資等の促進に

係る税制」の適用を受けるためのポイントとな

る部分ですので、今後の動きに注目すべき点で

あると考えられます。 

 「生産性向上の実現のための臨時措置法」

の内容及び施行日 

 「革新的データ活用計画」の内容及び申請

方法の詳細（申請内容、申請に要する期間 

等） 

 セキュリティが確保されているかどうかの

確認方法 

 

６．おわりに 

現行の投資促進税制は資本金 1億円以下の中

小企業者等を適用対象とするものが多いです

が、「情報連携投資等の促進に係る税制」は適

用対象に資本金 1億円超の大法人も含まれる投

資促進税制となります。 

さらに IoT 機器等の取得価額について 5,000

万円以上の要件が設けられていることから、大

規模法人に積極的な活用が見込まれる投資促進

税制であると考えられます。 

適用時期

対象法人

適用要件

特別償却 取得価額×30％

税額控除

取得価額×5％（又は3％※３）
（注）法人税額の20％（又は15％※３）
   を控除限度額とする。

※３ 平均給与等支給額が対前年度増加率
  ≧3％を満たしていない場合。

（情報連携投資等の促進に係る税制）

青色申告法人で「生産性向上の実現のための臨時措置
法」の「革新的データ活用計画（仮称）」の認定を受
けたもの

税制措置
(選択適用)

① 「革新的データ活用計画」に従ってソフトウェア
 を新設又は増設をしていること※１

② 情報連携利活用設備※２の取得等をし、事業の用に
 供すること

※１ 新設又は増設したソフトウェアの取得価額の合計
  額（ソフトウェアとともに取得等した機械装置
  又は器具備品の取得価額を含む）が5,000万円以上
※２ ※1のソフトウェア、機械装置及び器具備品を
  いい、開発研究用資産を除く。

「生産性向上の実現のための臨時措置法」の施行の日
から平成33年3月31日までの間に取得等した資産が適
用対象


